
平成 26年 度岩国市における障害者就労施設等か らの物品等の調達方針

平成 26年 4月 1日 策定

1 趣 旨

「国等による障害者就労施設等か らの物品等の調達の推進等に関す る法律 (平 成 24

年法律第 50号 (以 下 「障害者/E先 調ナ十推進法J)と い う。)J第 9条 の規定に基づき、障

害者就労施設等か らの物品及び役務 (以 下「物品等」とい う。)の 調達の推進 を図るため

の方針 (以 下 「調達方針」 とい う。)を 定める。

2 用語の定義

調達方針において使用す る用語は、障害者優先調達推進法で使用す る用語の例による。

3 1商用範囲

調達方針の適用範囲は、岩国市行政組織条例 (平成 21年 条例第 30号 )第 1条 に定め

る部及び岩国市総合支所等設置条例 (平成 25年 条例第 36号 )第 2条 に定める総合支所

等、岩国市議会事務局、岩国市選挙管理委員会事務局、岩国市監査委員事務局、岩国市

農業委員会事務局、岩 国市公平委員会事務局、岩国市固定資産評価審査委員会事務局、

岩国市教育委員会事務局、岩国市交通局並びに岩国市水道局 (メ 下 「部局等」とい う。)

とす る。

4 調達す る物品等 部局等は、次に掲げる物品等 を障害者就労施設等か ら積極的に調達

す るものとす る。なお、記載のない物品等であつて モぅ、障害者就労施設等か らの調達が

可能な物品等であれば対象 とす る。)

(1)物品 記念品、食品壊、垂れ幕・看板、花苗、縫製品、 ウエス、その他障害者就労

施設等か らの調達が可能な物品

切 役務 印刷、除草、公園・建物等の清掃や維持管理、 ジサイクル業務、その他障害

者就労施設等か らの調達が可能な役務

5 調達 目標 平成 26年度 における部局等の物品等の調達 目標は、次の表の左欄に掲げる

区分に応 じ、それぞれ同表の右欄に掲げる目標額 を上回ることとす る。

対象 品 目 目標額

物  品 197千 円

役  務 4,752千 円

計 4,949千 円

6 調達推進のための具体的方策

(1)調達の推進体制の整備  高齢障害課は、障害者就労施設等か ら供給 され る物品等に

関す る情報を部局等に提供す るととモ)に 、之、要に応 じて、調達の推進に向けた調整を

行 う。

② 物品等の調達の推進 部局等は、これ までの調達実績を踏まえ、障害者就労施設等

が提供できる物品等の特性 を踏まえつつ、引き続きこれ らの物品等の調達を積極的に

行 う。また、障害者航労施設等か らの物品等の訓達の推進の意義を踏まえ、これまで

の調達実績のない物品等の調達について も、分野を限定することなく調達するよ う努

める。



(3)

陣)

随意契約方式の活用 文1象施設等か らの調達を推進す るため、部局等は、地方 白治

法施行令 (昭 和 22年 政令 16号 )第 167条 の 2第 1項 3号の規定に基づ く随意契約 を

積極的に活用す る。

他の調達推進施策 との調和 物品等の調達に当たつては、本市で定める調達に関す

る他の施策 との調和を図る。

調達方針及び調達実績の公表

調達方針の作成又は改正を行 つた ときは、遅滞なく市ホームページ等で公表す る。

調達実績は、会計年度の終了後、遅滞無 く調達の実績の概要を取 りまとめ、市ホー

ムページ等で公表するもの とす る。
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